
平成２４年 ３月１６日
居宅介護支援事業所 各位 （３月２８日追記）

医療法人パテラ会
介護老人保健施設りんどうの里
（第１０５２６８００３８号）

平成２４年４月からの通所リハ・短期入所における加算について

介護老人保健施設りんどうの里では、下記のサービスについて届出を行う予定でおりま
すので、居宅サービス計画におかれましては、参考にして頂きますよう、よろしくお願い
申し上げます。

【各サービスの体制（群馬県へ届出事項）】 地域区分：その他
（※群馬県への届け出後、承認を得て実施となります。）

通所リハビリテーションサービス
７．通常規模の事業所

イ．介護老人保健施設

項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

４時間以上～６時間未満 ５０２単位 ６１０単位 ７１７単位 ８２４単位 ９３１単位

６時間以上～８時間未満 ６７１単位 ８２１単位 ９７０単位 1,121単位 1,271単位

入浴介助加算 ５０単位

サービス提供
体制加算（Ⅰ） １２単位

通所リハビリ ２３０単位（月４回以上利用の場合）
マネジメント加算 新規の場合、開始から１ヶ月以内にリハ計画を策定実施を予定

リハビリテーション関係加算

個別リハビリ加算 ８０単位（月１３回まで）

短期集中リハ(Ⅰ) 短期集中リハ(Ⅱ)

短期集中リハ １２０単位 ６０単位
（退院・退所後、又は新たに要介護認定 （退院・退所後、又は新たに要介護認定

を受けた日１ヶ月以内） を受けてから１ヶ月超３ヶ月以内）

※以下は、要件に該当した場合の加算となります。
要介護４・５の方で要件に該当する場合

重度療養管理加算 １００単位

７．介護予防通所リハビリテーションサービス
イ．介護老人保健施設の場合

項目 要支援１ 要支援２

＜単位数＞ ２４１２単位 ４８２８単位

運動機能向上加算 ２２５単位

サービス提供
体制加算（Ⅰ） ４８単位 ９６単位

介護処遇改善加算について
通所リハビリ（予防を含む）は 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定予定です。



短期入所療養介護サービス
９．短期入所療養介護サービス
イ 介護老人保健施設 短期入所療養介護（Ⅰ）【従来型老健】

項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

多床室型（老健短期ⅲ） 826単位 874単位 937単位 990単位 1043単位

個室（老健短期ⅰ） 750単位 797単位 860単位 912単位 965単位

リハビリテーション
機能強化加算 ３０単位

夜勤職員配置加算 ２４単位

サービス提供 ６単位
体制加算（Ⅱ） （平成２４年度は従来のⅠからⅡに変更になります）

認知症ケア加算 ７６単位

療養食加算 ２３単位

送迎加算 １８４単位/回

※以下は、要件に該当した場合の加算となります。
個別リハビリを実施した場合

個別リハビリ加算 ２４０単位

要介護４・５の方で要件に該当する場合

重度療養管理加算 １２０単位

９．介護予防 短期入所療養介護サービス
イ．介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護（Ⅰ）【従来型老健】

項目 要支援１ 要支援２

多床室型（ⅲ） ６１２単位 ７６６単位

個 室（ⅰ） ５７６単位 ７１６単位

リハビリテーション
機能強化加算 ３０単位

夜勤職員配置加算 ２４単位

サービス提供 ６単位
体制加算（Ⅱ） （平成２４年度は従来のⅠからⅡに変更になります）

療養食加算 ２３単位

送迎加算 １８４単位/回

介護処遇改善加算について
短期入所療養介護（予防を含む）は 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定予定です。

【お問い合わせ先】
介護老人保健施設りんどうの里
電 話０２７９－７０－５１００㈹
ＦＡＸ０２７９－７０－５１０１
＜URL＞ http://www.rindo.jp


